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成年後見制度の利用促進・権利擁護支援の推進

第二期成年後見制度利用促進基本計画における施策の目標

成年後見制度（民法）の見直しに向けた検討＋総合的な権利擁護支援策の充実

地域共生社会の実現

○ 全市町村における中核機関の整備や全都道府県における協議会の設置など第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛り込まれたKPIを
着実に達成するため、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりや中核機関のコーディネート機能の強化を強力に推進する。

○ モデル事業の実践等も踏まえ、身寄りのない人も含め、判断能力が不十分な人の地域生活を支える新たな権利擁護支援策について、全国で実
施する体制を構築する必要があり、具体的な業務や実施に当たっての留意点等を整理するための調査等事業に取り組む。

令和８年度当初予算案 ８.０億円（10.2億円）※（）内は前年度当初予算額

後犬ちゃん

○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見制度（民法）の見直しの検討に対応して、同制度以外の権利擁護支援策の検討を
進め、必要な福祉の制度や事業の見直しを行う方向性が示されている。

○ 地域共生社会の実現に向けて、第二期計画期間の最終年度におけるKPIの着実な達成及び各種取組を促進するため、また、権利擁護支
援の地域連携ネットワーク（※）のコーディネートを担う中核機関の法制化の検討を進めていることも踏まえ、市町村・都道府県による
「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」を後押しするとともに、「新たな権利擁護支援策の構築」に向けた取組を進める。

※ 地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携する仕組み

１．都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化

２．地域連携ネットワーク関係者の権利擁護支援の機能強化

○ 福祉・行政・法律専門職など地域連携ネットワークの多様な主体の支援機能を高めるため、全都道府県による意思決定支援研修の実施や本
人の状況に応じた効果的な支援を進める観点から、成年後見制度と日常生活自立支援事業、生活保護制度など関連諸制度との連携強化に
取り組む。

３．新たな権利擁護支援策の構築を行うための環境整備

※令和７年度補正予算額 ２.８億円
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○ 第二期基本計画に盛り込まれたＫＰＩの着実な達成に向け、中核機関の整備状況が十分でない市町村の体制整備を後押しするため、全ての都道府県
において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるなど市町村支援機能の強化を図る。

○ 市町村においては、全ての市町村において中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持続可能な形
で運営できるよう、中核機関における調整体制や後見人の苦情対応等にかかる関係機関間連携の構築など中核機関のコーディネート機能の更なる強化
を図る。

１  事業の目的

都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化
（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金：「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」）

令和８年度当初予算案 ５.４億円（７.０億円）※（）内は前年度当初予算額

社会・援護局地域福祉課
成年後見制度利用促進室（内線2228）

〈実施主体〉 市町村（委託可）

〈基  準  額〉1,000千円/取組〈補  助  率〉1/2

管内市町村の体制整備等の取組を進めるための支援策の検討等を行う都道府県単位の「協議会」を設置するなど市町村支援機能の強化を行う都道府県に補助
を行う。（協議会の設置：令和6年4月1日現在 37都道府県）

中核機関未整備

市町村

中核機関整備済

市町村

中核機関コーディネート機能強化事業

中核機関立ち上げ支援事業

都道府県による市町村支援機能強化事業

市
町
村

都
道
府
県

１:【必須】 ①法律専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の実施
  ②市町村・中核機関等の職員向け研修の実施

 【加算】 ①体制整備アドバイザーの配置・派遣
  ②相談窓口の設置と権利擁護支援総合アドバイザーの配置等

２:  法人後見の取組に民間事業者等の参画を促す取組
３:   【新】虐待等の支援困難な事案について公的な関与による法人

   後見実施のための連携体制強化の取組
（※令和７年度補正予算のみ計上）

〈実施主体〉都道府県（委託可）

〈基 準 額〉１：1,000千円/必須取組、4,000千円/加算取組  (最大10,000千円)

  ２：10,000千円

  ３：  5,000千円

〈補 助 率〉1/2

〈実施主体〉市町村（委託可）

〈基 準 額〉 600千円

〈補 助 率〉 1/2 

（中核機関の整備：令和6年4月1日現在 1,187市区町村）

中核機関の調整機能や受任者調整等のほか、
後見人等に関する苦情対応など対応困難事案
の支援円滑化を図るための関係機関間の連携
強化を行うなど既設の中核機関の機能強化を
行う市町村に補助を行う。

【加算】① 調整体制の強化
② 受任者調整の仕組み化

                 対応困難事案の支援円滑化
③ 広域連携の実施
④【新】意思決定支援の確保を図る取組
（※令和７年度補正予算のみ計上）

都道府県

中核機関の立ち上げに向けた検討会の実施
等を行う市町村に補助を行う。

体制整備支援や職員研修の実施、支援困難事案等への支援

－ 事業の実施・関係性のイメージ －

市町村
支援機能強化

中核機関
整備

コーディネート
機能強化

「イラスト　市役所」の画像検索結果

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

※令和７年度補正予算額 ２.４億円
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○ 福祉サービスをはじめ、各種の生活支援サービスの利用場面など社会生活における意思決定支援の確保は、それらのサービスが、本人の権利擁護支援
として展開されるために重要である。その際、本人と同じ生活者の視線をもつ地域住民や当事者が意思決定を支援することは、本人が安心して意思の形
成、表明を行うことに効果的であるとされている。

○ このため、地域の実情に応じて、希望する者が意思決定サポーターによる支援を受けられるよう、中核機関が、意思決定サポーターと利用者本人との
マッチングや、その支援活動をフォローする等の取組の促進を図る。本人が、福祉サービスをはじめ、各種の生活支援サービスを利用している場合には、
サービスの提供状況を見守り・確認することで、サービス提供事業者による関係性の濫用に対するけん制効果も期待できる。

○ なお、本人と意思決定サポーターとの間に信頼関係が構築されていることが意思決定支援の基盤となるため、社会生活における意思決定支援の場面で
のみ意思決定サポーターが関わるのではなく、日頃から丁寧なコミュニケーションをとり、関係を築いておくことが必要となる。

※ 『意思決定支援』とは、「特定の行為に関し本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、本人に関わる支援者らによって
行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動をいう」（意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン（R2.10.30意思決定支援ワーキング・グループ））
とされている。

民間の連帯保証サービスの例（補室参考資料）
（参考）意思決定支援の確保を図る取組（中核機関コーディネート機能強化事業）

（意思決定支援の確保を図る取組のイメージ）

【実施主体】  市町村（委託可）

【 基準額 】 1,000千円

【 補助率 】  1／2

★意思決定サポーターによる支援内容として想定されるもの（例）★

⚫ 本人の意向・要望を確認し、利用している福祉サービス事業者等に伝達
すること

⚫ 介護サービスの利用契約等の場面において、本人が希望する場合に同席
すること

⚫ 買い物等の外出に同行すること
⚫ 定期的な訪問等により、本人が日常生活において困っていること等を聴

取し、必要に応じて支援者に伝えること
⚫ その他、お金の使い道を一緒に検討する等、本人らしい生活の基盤とな

る本人の意思決定を後押しすること 等

5



○ 認知症高齢者の増加等に伴い、今後更に増大及び多様化する権利擁護支援ニーズに対応するためには、中核機関による支援のみならず福祉・行
政・法律専門職など地域連携ネットワークの多様な主体による支援についても、その機能を高めることが重要である。

○ このため、第二期基本計画に盛り込まれたKPIの着実な達成に向け、全ての都道府県において意思決定支援研修の実施に取り組むとともに、本人の

状況に応じた効果的な支援を進めるため、成年後見制度と日常生活自立支援事業、生活保護制度など関連諸制度との連携強化に取り組む。併せて、オンライン

 を活用した効果的な支援の実施を進める。

１  事業の目的

   地域連携ネットワーク関係者の権利擁護支援の機能強化
   （生活困窮者就労準備支援事業費等補助金：「互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業」）

令和８年度当初予算案 ０.８億円（0.９億円）※（）内は前年度当初予算額

社会・援護局地域福祉課
成年後見制度利用促進室（内線2228）

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

＜実施主体＞都道府県、指定都市（委託可）
＜基 準 額＞ 5,000千円

＜補 助 率＞ 1/2 

・ 判断能力が不十分な本人の置かれた状況に応じた適切な支援を受けられる

よう、日常生活自立支援事業から成年後見制度等への適切な移行を進める取

組など、成年後見制度と既存の権利擁護支援策や自立に向けた他の支援策等

との連携強化に取り組む。

・ 中山間地、離島などの市町村において、司法専門職等の地域偏在により支

援が受けにくい状況等を解消するため、互助・福祉・司法における相談支援

等の場面において、オンラインの活用を図る。

○ 都道府県による意思決定支援研修等推進事業

＜実施主体〉都道府県、市町村（委託可）
＜基 準 額＞ ①意思決定支援研修の実施 1,000千円

②その他、権利擁護支援の強化を図る研修の実施 300千円
＜補 助 率＞ 1/2  

○ 成年後見制度と権利擁護支援策等の連携強化事業

厚生労働省

都道府県等

専門職団体

都道府県社協

委託や講師依頼

市民後見人・
親族後見人等

意思決定支援
研修の実施

市町村・中核機関職員
福祉・司法の関係者

支援チームの編成と
支援環境の調整

本人への説明 本人を交えた
ミーティング

・ 都道府県等において、厚生労働省が養成した講師等を活用し、地域連携
ネットワークの関係者を対象にした意思決定支援研修を実施する。

・ 市町村等において、地域の実情に応じて、地域連携ネットワークの関係者

を対象にした権利擁護支援の強化を図る研修を実施する。

○ 互助・福祉・司法の効果的な支援を図るオンライン活用事業

＜実施主体＞都道府県、市町村（委託可）
＜基 準 額＞ 300千円

＜補 助 率＞ 1/2 
オンラインによる
相談等を実施

成年後見制度

日常生活自
立支援事業

生活保護
制度

その他の
権利擁護
支援策

法律専門職 権利擁護支援チーム制度間の移行調整等を行う連携コーディネータの配置等

対
応
力
ア
ッ
プ

※令和７年度補正予算額 ０.４億円
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○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、利用者本人との契約に基づき、福祉サービスの利用に関する援助等

を行うことにより、地域において自立した生活を送ることができるようにする（※）とともに、従事者の資質向上のための取組及び福祉サービス利用援助

事業の普及・啓発に関する取組も併せて行う事業を実施する〔日常生活自立支援事業〕。 ※福祉サービス利用援助事業

１  事業の目的

「日常生活自立支援事業」の実施
（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金：「日常生活自立支援事業」）

令和８年度当初予算案 38億円（38億円）※（）内は前年度当初予算額

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

＜実施主体＞都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会 （事業の一部を委託可）

＜基準額＞ 利用者数に応じて算定 ＜補助率＞ 1/2 ＜負担割合＞ 国1/2、都道府県・指定都市1/2

①福祉サービス利用援助事業

 認知症高齢者等の判断能力が不十分な者に対して、本人との契約に基づき、福祉サービスの利用等に関する援助を行い、併せて預金の払戻し等

の日常的な金銭管理や、定期的な訪問による見守りを行う。

②福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質向上のための事業

①の福祉サービス利用援助事業の従事者に対する研修等を行う。

③福祉サービス利用援助事業の普及・啓発

○ 日常生活自立支援事業の枠組みの中で、身寄りがないなど、頼れる家族がいない高齢者等に対して、安否確認等のための定期的

な見守りを行うとともに、以下の①②のいずれか又は両方の支援を行う。。

①入院・入所等の円滑な手続等支援… 円滑に入退院・入退所をするために必要と考えられる支援

②死後事務の支援… 死亡した後に必要と考えられる、葬儀・火葬の手続等の事務支援

【参考】身寄りのない高齢者等の課題に対応するための試行的事業

社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室（内線2228）

（※令和７年度補正予算のみ計上）

＜実施主体＞都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会 （事業の一部を委託可）

＜基準額＞ ①・②のいずれか実施：3,000千円(※)、①・②両方実施：6,000千円(※) 

＜補助率＞ 1/2 ＜負担割合＞ 国1/2、都道府県・指定都市1/2 ※委託先の取組に応じ加算

※令和７年度補正予算額 ７.１億円（身寄りのない高齢者等の課題に対応するための試行的な取組に係るもの）
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１．目的
認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理など
成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保
されるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。

権利擁護人材育成事業

２．事業内容
（１）権利擁護人材の養成研修の実施
・ 成年後見制度の利用に至る前の段階で介護サービスの利用援助等を行う「生活支援員」や、成年後見制
度の下で身上保護等の支援を行う「市民後見人」の養成

（２）権利擁護人材の資質向上のための支援体制の構築
・ 家庭裁判所に対する適切な後見候補者の推薦や市民後見人等からの定期的な報告を踏まえた適切な
助言・指導など、権利擁護活動を安定的かつ適正に実施するための支援体制の構築

・ 弁護士、司法書士、法テラス、社会福祉士等専門職との連絡会議の開催など、事案解決能力の向上を図
るための取組

３．実施主体

都道府県（負担割合：国２／３ 都道府県１／３）

４．令和８年度予算案

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）８６億円の内数
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成年後見制度利用支援事業（高齢者関係）

１．目的

低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容

成年後見制度の利用に要する費用及び成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施に係る費

用を交付する。

（１）成年後見制度の利用に要する費用に対する助成

① 対象者：成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者

② 助成対象経費

・ 成年後見制度の申立てに要する経費（申立手数料、登記手数料、鑑定費用など）
・ 後見人等の報酬

（２）成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施

① 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりやすいパンフレット
の作成・配布
② 高齢者やその家族に対する説明会・相談会の開催
③ 後見事務等を実施する団体の紹介等

３．実施主体

市町村（負担割合：国 38.5／100 都道府県 19.25／100 市町村 19.25／100 1号保険料 23／100）

４．令和８年度予算案

地域支援事業交付金１，８０７億円の内数
9



障害者に対する成年後見制度関係予算事業について

１ 成年後見制度利用支援事業
・事業内容

成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費 
（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。

・実施主体 市町村

２ 成年後見制度法人後見支援・養成研修事業
・事業内容
①法人後見養成のための研修
②法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
③法人後見の適正な活動のための支援
④その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事
業

・実施主体 ①都道府県及び市町村 ②～④市町村

３ 成年後見制度普及啓発事業
・事業内容 成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う。
・実施主体 都道府県、市町村

  令和８年度予算案
地域生活支援事業費等補助金５０５億円の内数

10



成年後見制度利用支援事業（障害者関係）

１．目的
 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知

的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の
権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容
 成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費（登記手数料、

鑑定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。

３．実施主体
   市町村（補助率：国１／２以内、都道府県１／４以内）

４．令和８年度予算案
地域生活支援事業費等補助金 ５０５億円の内数（令和７年度予算：５０２億円）
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成年後見制度法人後見支援・養成研修事業（障害者関係）

１．目的
成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するととも

に、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的と
する。

２．事業内容
（１）法人後見実施のための研修

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等に対する研修の実施
（２）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

ア 法人後見の活用等のための地域の実態把握
イ 法人後見推進のための検討会等の実施

（３）法人後見の適正な活動のための支援
弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できる
ための支援体制の構築

（４）その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

３．実施主体 （１）都道府県及び市町村、（２）～（４）市町村

４．令和８年度予算案
地域生活支援事業費等補助金 ５０５億円の内数（令和７年度予算：５０２億円）
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成年後見制度普及啓発事業（障害者関係）

１．目的
成年後見制度の利用を促進することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

２．実施主体
都道府県、市町村

３．事業内容
成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う。

４．事業創設年度
平成２４年度
 （平成２９年度から「地域生活支援促進事業」として特別枠に位置付け、必要な財源を確保し質の高い事業
実施を図ることとした。）

５．令和８年度予算案
地域生活支援事業費等補助金５０５億円の内数（令和７年度予算：５０２億円）
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成年後見制度利用促進関係予算（令和８年度予算案）

社会・援護局 老健局 障害保健福祉部

市町村計画の策定 ○市町村計画策定費の地方交付税措置 ― ―

権利擁護支援の地域連携
ネットワークづくりの推進

○市町村における中核機関整備・運営費の
地方交付税措置

○成年後見制度利用促進体制整備推進事業
5.4億円（7.0億円）
※令和７年度補正予算 2.4億円
・都道府県による市町村支援機能強化、
中核機関のコーディネート機能強化等

○互助・福祉・司法における権利擁護支援
の機能強化事業 0.8億円（0.9億円）
※令和７年度補正予算 0.4億円
・都道府県による意思決定支援研修等、
成年後見制度と既存の権利擁護支援策等
との連携強化など

○成年後見制度利用促進体制整備研修事業
0.5億円（0.5億円）

○任意後見・補助・保佐等の広報・相談
強化事業 1.0億円（1.0億円）

― ―

新たな権利擁護支援策の構築
を行うための環境整備

○成年後見制度利用促進・権利擁護支援方
策調査等事業 23百万円（23百万円）

― ―

担い手
の確保
・育成

市民後見人の育成
（養成研修等）

―
○権利擁護人材育成事業
（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確
保分）86億円（97億円）の内数）

ー

法人後見の支援
（研修、専門職との
連携体制整備等）

― ―
○法人後見支援事業・法人後見養成研修事業
（地域生活支援事業費等補助金505億
（502億円）の内数）

成年後見制度利用（申立費用、
後見等報酬）の助成

―
○成年後見制度利用支援事業（高齢者）
（地域支援事業交付金1,807億円（1,800億
円）の内数）

○成年後見制度利用支援事業（障害者）
（地域生活支援事業費等補助金505億円
（502億円）の内数）

成年後見制度の広報・啓発 ―
○成年後見制度普及啓発事業（障害者）
（地域生活支援事業費等補助金505億円
（502億円）の内数）

日常生活自立支援事業・
身寄りのない高齢者等の支援

○日常生活自立支援事業 38億円（38億円）
○身寄りのない高齢者等の課題に対応するた
めの試行的事業
※令和７年度補正予算 7.1億円

※（ ）内は、前年度当初予算額 14



中核機関の整備や権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに活用できる

財源のイメージ（令和８年度当初予算案）

市民後見人の育成等

○権利擁護人材育成事業
（地域医療介護総合確保基金）

都道府県による市町村支援、都道府県単位の地域連携ネットワークづくり

●都道府県による市町村支援機能強化事業（成年後見制度利用促進体制整備推進事業）

1:【必須】①都道府県協議会の開催、②市町村・中核機関等職員向け研修の実施
    【加算】①体制整備アドバイザー配置・派遣、②相談窓口の設置と専門的支援アドバイザーの配置・派遣   
2:  法人後見の取組に民間事業者等の参画を促す取組
 3:  虐待等の支援困難な事案について公的な関与による法人後見実施のための連携体制強化の取組（※令和７年度補正予算のみ）

中核機関の立ち上げ

●中核機関立ち上げ支援事業（成年後見制度利用促進体制整備推進事業）･･･立ち上げに向けた検討会の実施、先進地の視察等
市町村

中核機関整備・運営、市町村計画の策定 ○ 地方交付税措置

都道府県

中核機関

市民後見人の育成・活躍支援

○権利擁護人材育成事業
（地域医療介護総合確保基金）

成年後見制度の利用支援・広報・啓発

＜高齢者＞ ＜障害者＞
○成年後見制度利用支援事業 ○成年後見制度普及啓発事業
（地域支援事業交付金） （地域生活支援事業費等補助金）

地域連携ネットワークの支援機能に対する中核機関のコーディネート機能強化

●中核機関コーディネート機能強化事業（成年後見制度利用促進体制整備推進事業）

･･･①調整体制の強化（アウトリーチ、有資格者配置等）、②受任者調整の仕組み化・対応困難事案の支援円滑化、③広域連携の実施

権利擁護支援におけるオンラインの活用

●互助・福祉・司法における権利擁護支援の
機能強化事業

意思決定支援研修の実施

●互助・福祉・司法における
権利擁護支援の機能強化事業

法人後見の担い手の育成

○法人後見支援事業
（地域生活支援事業費等補助金）

権利擁護支援におけるオンラインの活用

●互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業

権利擁護支援・意思決定支援についての理解の浸透

●互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業

体
制
づ
く
り

取
組
実
施

体
制
づ
く
り

取
組
実
施

機
能
強
化

運
営

※ ●は生活困窮者就労準備支援事業等補助金の事業。

法人後見養成のための研修

○法人後見養成研修事業
（地域生活支援事業費等補助金）

地域連携ネットワークの支援機能に対する中核機関のコーディネート機能強化

●中核機関コーディネート機能強化事業（成年後見制度利用促進体制整備推進事業）

･･･①調整体制の強化（アウトリーチ、有資格者配置等）、②受任者調整の仕組み化・対応困難事案の支援円滑化、
  ③広域連携の実施、④意思決定支援の確保を図る取組（※令和７年度補正予算のみ）
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成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書のポイント①

今後の対応

１ 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

・ 法務大臣による法制審議会に対する諮問(R6.2)

⑴ 成年後見制度等の見直しに向けた検討

⑵ 総合的な権利擁護支援策の充実

・ 法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応

・ 日常生活自立支援事業と成年後見制度等との連携の推進

・ 持続可能な権利擁護支援モデル事業の実施(R4～)

・ 地域共生社会の在り方検討会議における検討(R6.6～)

・ 日常生活自立支援事業の実施体制の抜本的な強化を図る等

・ 地域共生社会の在り方検討会議における検討を進め、所要の対応

・ 生活支援等のサービスにおける意思決定支援の在り方の検討

・ 金融機関における第三者の支援による本人の預貯金の引き出しに関

する理解促進に向けた取組

２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等

⑴ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
・ 各種意思決定支援ガイドラインに共通する基本的考え方の整理(R4）

・ 様々な分野における各種研修・周知活動の継続

・ 障害福祉サービス事業等の指定基準の見直し(R6)

・ 都道府県による意思決定支援研修の実施 34都道府県（R6.4)

⑵ 適切な後見人等の選任・交代の推進等
・ 市町村や都道府県における受任者調整の推進

・ 苦情等に対応する関係機関間連携フローの試行(R4～)

・ 法制審議会における後見人等の報酬の在り方を含めた調査審議

・ 後見等事務報告書式の見直し(R7.4開始)

今後の対応

⑶ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等

・ 後見制度支援預貯金・信託の導入割合 72.2％（R6.3末) 

・ 家庭裁判所における不正防止に向けた取組の継続

・ 損害を補償する保険等の事後救済の取組の導入

⑴ 成年後見制度等の見直しに向けた検討

⑵ 総合的な権利擁護支援策の充実

⑴ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透

⑵ 適切な後見人等の選任・交代の推進等

⑶ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等

・ 意思決定支援に関する情報提供・各種研修の更なる充実

・ 家庭裁判所の身上保護事務に対する適切な監督の継続による後見人

等の意識の向上

・ 障害福祉分野の意思決定支援ガイドラインの見直しの検討

・ 権利擁護支援チームの形成支援・自立支援機能の更なる強化

・ 受任者調整に関する手引きの作成

・ 後見人等に関する苦情等への一般的な対応スキームの整理・検討

・ 更なる報酬助成の推進等の早期検討

・ 本人情報シートの更なる活用、研修対象の拡大の検討

・ 後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の更なる導入促進

・ 専門職団体における不正防止や保険外での補償に係る取組の促進

⑷ 各種手続における後見事務の円滑化等 ⑷ 各種手続における後見事務の円滑化等
・ 関係省庁・地方公共団体・金融機関における更なる理解促進

・ 市町村・金融機関等の窓口対応の向上のための周知等の実施 17

各施策の進捗状況等

各施策の進捗状況等



成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書のポイント②

今後の対応

今後の対応

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

４ 優先して取り組む事項

ア 地域連携ネットワークづくり・機能強化
・ 市町村・都道府県における体制整備の推進（補助事業・研修）

・ 全国権利擁護相談窓口を通じた専門的助言の実施

・ 成年後見制度利用促進ポータルサイトにおける広報

・ 中核機関の整備状況 1,187市町村(R6.4)

・ 地域共生社会の在り方検討会議における検討(R6.6～)

・ 地域連携ネットワークの関係機関等における相互理解の継続

イ 包括的・多層的な支援体制づくりの促進
・ 成年後見制度の関連諸制度間の連携推進に向けた取組

・ 利用促進に向けた周知活動の継続

・ 任意後見監督人選任の申立てを促す文書送付・利用状況に関する意

識調査の実施(R4.12)

⑴ 任意後見制度の利用促進

⑵ 担い手の確保・育成等の推進

⑶ 市町村長申立ての適切な実施・成年後見制度利用支援事業の推進

⑷ 地方公共団体による行政計画等の策定

⑸ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくり

・ 市民後見人養成者数 25,607人(R6.4)

・ 法人後見実施法人数 1,317法人(R6.4)

・ 市町村・中核機関等による親族後見人に対する支援

⑴ 任意後見制度の利用促進

⑵ 担い手の確保・育成等の推進

⑶ 市町村長申立ての適切な実施・成年後見制度利用支援事業の推進

⑷ 地方公共団体による行政計画等の策定

⑸ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくり

・ 都道府県・市町村に対する事務連絡の発出(R5.5)

・ 市町村による計画策定・必要な見直し 1,358市町村(R6.4)

・ 都道府県における取組方針の策定 28都道府県(R6.4)

・ 市町村向けの相談窓口の設置、専門アドバイザーの配置

・ 都道府県による協議会設置状況 37都道府県(R6.4)

・ 市町村によるネットワークづくりへの主体的な取組の継続

・ 都道府県による市町村では担えないネットワークづくりの主導

・ 地域連携ネットワークの各支援機能の強化に向けた取組の検討、中

核機関未整備地域における都道府県の協議会の活用促進 等

・ 地域共生社会の在り方検討会議における中核機関の位置づけ・役

割・名称に関する検討

・ 福祉行政と家庭裁判所における適時適切な連絡を可能とするための

しくみの整備

・ 周知活動の強化、利用促進のための更なる取組の検討

・ 法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応

・ 市民後見人の養成推進及び更なる活躍の場の提供の検討

・ 法人後見の担い手育成推進及びガイドラインの作成の検討

・ 親族後見人に対する支援の充実

・ 都道府県による市町村長申立てに関する研修の見直し

・ 地域支援事業・地域生活支援事業の必要な見直しを含めた対応の早

期検討

・ 市町村・都道府県における取組の充実

・ 専門アドバイザーの配置・活躍の促進等を通じた都道府県の更なる

機能強化を推進 18

各施策の進捗状況等

各施策の進捗状況等



第二期計画の工程表とＫＰＩ①

KPI※１

（令和6年度末の数値
目標）

令和4年度 令和5年度 令和6年度※２ 令和7年度 令和8年度

優
先
し
て
取
り
組
む
事
項 ※

3

任意後見制度の利用促進

・周知・広報

・適切な運用の確保に関する取組

・全1,741市町村
・全50法務局・
地方法務局

・全286公証役場

ー

担い手の確保・育成等の推進

・都道府県による担い手（市民後見人・法人後見実

 施団体）の育成の方針の策定

・都道府県における担い手（市民後見人・法人後見

 実施団体）の養成研修の実施

・全47都道府県

・全47都道府県

市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度
利用支援事業の推進

・都道府県による市町村長申立てに関する研修
の実施

・成年後見制度利用支援事業の推進

・全47都道府県

・全1,741市町村

権利擁護支援の行政計画等の策定推進

・市町村による計画策定、第二期計画に基づく
必要な見直し

・全1,741市町村

都道府県の機能強化

・都道府県による協議会設置 ・全47都道府県

※１ KPIは、工程欄の色付き矢印に対応するもの。 ※２ 専門家会議は、令和６年度に、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。
※３ 優先して取り組む事項とは、全ての項目に対し、令和６年度までのKPIを設定して推進するもの。

都道府県における担い手（市民後見人・法人後見）の養成研修の実施

都道府県による担い手（市民後見人・法人後見）の育成方針の策定

市民後見人養成
研修カリキュラム
の見直しの検討

関係機関等による周知の継続

全国で適切に実施
する方策の検討

利用状況等を踏まえ、制度趣旨に沿った適切な運用の確保策の検討

市町村、法務局・地方法務局、公証役場等における
リーフレット・ポスターなどによる制度の周知

都道府県による担い手の継続的な確保・育成等

都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施 都道府県による研修の継続実施

市町村による計画策定・必要な見直し 策定状況等のフォローアップ

都道府県による都道府県単位等での協議会の設置 都道府県による協議会の継続的な運営

市町村による実施

市町村長申立ての実態等の把握、必要に応じた実務の改善

市町村による適切な実施のための必要な見直し等の検討
※見直しを終えた市町村は、適時その内容に応じて実施

参 考
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第二期計画の工程表とＫＰＩ②

KPI※１

（令和6年度末の数値
目標）

令和4年度 令和5年度 令和6年度※２ 令和7年度 令和8年度

制
度
等
の

見
直
し
に

向
け
た
検

討
等

成年後見制度等の見直しに向けた検討 ー

総合的な権利擁護支援策の充実 ー

制
度
の
運
用
改
善
等

意思決定支援の浸透

・都道府県による意思決定支援研修の実施

・各種意思決定支援ガイドラインの普及、啓発

・基本的考え方の整理と普及

・全47都道府県

ー

ー

適切な後見人等の選任・交代の推進等

・柔軟な後見人等の交代の推進
（苦情対応を含む）

・適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等

ー

ー

不正防止の徹底と利用しやすさの調和

・後見制度支援信託・支援預貯金の普及

・保険の普及等事後救済策の検討

ー

ー

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

地域連携ネットワークづくり

・制度や相談窓口の周知

・中核機関の整備とコーディネート機能の強化

・後見人等候補者の適切な推薦の実施

・権利擁護支援チームの自立支援の実施

・包括的・多層的な支援体制の構築

・全1,741市町村

・全1,741市町村

ー

ー

ー

成年後見制度等の見直しに向けた検討

日常生活自立支援事業の実施体制の強化、新たな支援策の検討。左記検討等を踏まえ、福祉の制度・事業の必要な見直しの検討

各種意思決定支援ガイドラインの普及、啓発

各ガイドライン共通
の基本的考え方を整
理した資料の作成

保健、医療、福祉、介護、金融等幅広い関係者・地域住民への普及、啓発

市町村・都道府県における柔軟な後見人等の交代の推進策の検討と対応

後見制度支援信託・支援預貯金の普及

関係団体による保険の導入の検討、必要に応じた事後救済策の普及方策の検討

取組を連携して行う際の
留意点の明示、好事例の収集等

市町村・都道府県における後見人等候補者の受任者調整の協議の実施

市町村・都道府県における権利擁護支援チームへの支援体制の構築

都道府県による意思決定支援研修の実施 都道府県による研修の継続実施

適切な報酬の算定に向けた早期の検討
地域支援事業・地域生活支援事業等の早期の検討 成年後見制度等の見直しに向けた検討に併せた検討

市町村による制度や相談窓口の周知

市町村による中核機関の整備

市町村による周知の継続

市町村による中核機関の運営

中核機関のコーディネート機能の強化

※１ KPIは、工程欄の色付き矢印に対応するもの。 ※２ 専門家会議は、令和６年度に、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

権利擁護支援の取組状況等も踏まえた
重層事業の効果的な取組方策の検討

参 考
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